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はじめに

私はかつて、 「国家」篇で決定的な役割を果たしている「専業の原則」の持つ意味

を検討するために、この原則の重要な要素であるピュシス(自然本性)という言葉に

注目し、その意味を国家における「営み・仕事」との関係で明らかにしようと努め

fzl)。これは第4巻(433A)で、或る意味では「正義」であるとされる「専業の原則」

がそもそもどのような原則として立てられ、 「正義」考察のためにどのような役割を

果たしているか、その当初に還って確認しておくためであったが、その際「守り手の

ピュシス」探究(選び出し)については、守り手の「何者であるか」の問いが「何を」

守るのかの問いに先行しなければならない所以を述べて、 「守る」という営みが教育

の語りを通して明らかにされていく時、同時に「何を」守るのかという問いも、守り

手とは「自分自身と自らが学んだムーシケ-のよき守り手」 (413El)として明らかに

されるということを指摘し、そのような者の成立という仕方で「自分自身」を語りう

る場こそ、 「勇気」 (dydpeta)と「思慮節制」 (oco<j>poo6均)というアレテ-の成立す

る場所であることを示唆した2)。

この論考は、この国家の「守り手(φ6λaE)」のアレテ- (徳)を析出してゆくと

いう仕方で語られる、 「勇気」と「思慮節制」というアレテ-の問題位置を確かめる

ために、 「青葉によって建設される国家」のなかで「守り手」の営みである「守る

(如λdmル)」ということを中心に検討を行い、さらに「勇気」と「思慮節制」のア

レテ-の成立が、どのような仕方で「正義」探究の途となっているかを明らかにする
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ことを目指している。

周知のとおり、 「正義」探究を中心課題とするこのr国家」篇は、個人における正

不正のあり方を、見やすいように国家という場面にいわば拡大して、そこで探究して

ゆくという方法を採る。この特異な、しかも周到に用意された方法によって、主題で

ある「正義」に先立って、 「勇気」と「思慮節制」が、国家の三種族(三階層)のう

ちに明確に位置づけられ、さらにそれに丁度重ね合わされる形で、個人の魂(こころ)

においても、 「勇気」と「思慮節制」の二つのアレテ-が魂の何に関わって成立する

のかが明確にされることになる。

だがその場合、この「国家」篇での「勇気」や「思慮節制」の取り扱いは、 rラケ

スJ篇やrカルミデスJ篇、さらにrプロタゴラスJ簾での取り扱い方とはかなり様

相を異にする点について注意が必要である。これらの初期対話篇では、 「勇気」も

「思慮節制」もその「何であるか」が軌跡こ問われ、しかもそれらのアレテ-は徹底

して知(知ること)との関係で問題にされ、そしてその「何であるか」は何かネガティ

ブな仕方でしか示されないが、 r国家」篇では、知との関係は表面的には問題にされ

ず、今述べたように、国家の守り手のアレテ-の成立と重ね合わされる仕方で、個人

の魂の内にも、 「勇気」と「思慮節制」という二つのアレテ-が明確に位置づけられ

るのである。このことはしかし、プラトンのアレテ一に対する態度、或いは思索に変

節が生じたといったことを意味しないであろう。

上述のように、個人の正不正の問題を「国家」に拡大して、そこで考察するという

方法に従って「最も優れた国家」を建設してゆくとき、その国家は勿論、アレテ-を

備えた国家であった。そうした国家の建設が行われたのは、 「最も優れた国家におい

てこそ、正義もまた完全なものとして見出されうるであろう」 (cf.427E)という予

測があるからであった。完全な形でアレテ-を備えたものでなければ、そこにアレテ-

がどのようなものとしてあるかを見ることは確かに不可能である。 「国家」第8-9

巻に考察されるように、堕落した国家形態にあっては、最早「正義」は見出され得な

い。したがって、先ず「完全にアレテ-を備えた、よき国家」を建設し、その国家に

「勇気」や「思慮節制」といったアレテ-が、何処にどのような形で兄いだせるかを

位置づけた後に、 「正義」がこの国家の何処にどういうものとして見出されるかが探

究される。しかしその際、 「正義」は思慮節制や勇気等の他のアレテ一に力を与えて

生ぜしめ、生じているかぎりにおいてそれらを保全させるものとしての位置を与えら

れている(432B-435D), 「正義」に与えられたこの特異な位置は、よきエートスの

形成としての勇気や思慮節制の成立を背景として、初期対話篇ではその探究の結果が

アポリアに終始せざるを得なかったアレテ-の探究の問題場面を、一層豊かなパース

ペクティブから拓いてゆこうするためのものであるものであると思われる。このよう
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な視点からするとき、このr国家」篇の「勇気」と「思慮節制」というアレテ-の成

立を検討してゆくことは、この対話篇の中心課題である「正義」論への予備的な考察

となるであろう。

1

以上において述べられた事柄の検討を開始するに当たって、人の「勇気」と「思慮

節制」が、それに重ね合わされる形で語られた「守り手」の営み・仕事を取り上げ、

この「守る」という仕事が「何を」守るのかという問題をもう少し詳しく検討するこ

とによって、人の「勇気」と「思慮節制」というアレテ-の成立を語ることが「正義」

探究のどのような途になっているかを考えてゆくことにしたい。

、その際、ここで最初に手掛りにしたいのは、第2巻冒頭のアデイマントスの問題提

起のなかの或る箇所である。アデイマントスはその箇所で、 「正義が魂のうちにあっ

てそれ自身としてどんなはたらきを為すか、そしてまさにその点から正義が自らの魂

のうちにもつ、最大の善であるということをこれまで誰一人として充分に語り示して

こなかった」と告発して、次のように述べる。

「もしあなた方によってそのように語られ、そして我々を若い時からそのよう

に聴き従わせていたら、我々は互いに不正を為しあわぬよう守るのではなく、お

のおの自分自身が自分自身の最もよき守り手であったろうに。不正を為して最大

の悪と棲まいをともにするのを恐れて」 (367A1-4)

アデイマントスが、ここでソクラテスに要求している「正義」についてのロゴス

(言葉)は、 「守る」という営みが、いわば他者へ向けられるのではなく、むしろ自ら

自身へ向けられるような、そのような転換を可能にするようなロゴスである。先に見

た413Elのソクラテスの言葉は、このアデイマントスの言葉に照応したものと考えら

れる。そして、言葉による国家の建設の初めからその箇所(さらに4巻最後)までは、

今引用したアデイマントスの言葉を含み、トラシュマコス説の再興としてアデイマン

トスとグラウコンの兄弟によって突きつけられた「正義」の捉え方に対する疑義へソ

クラテスが応答していく過程であったことは論を侯たない。すると、これから検討し

なければならないのは、ソクラテスの413Elの言葉はアデイマントスのこの言葉に対

して、一体どのような答えになっているのかということであろう。

それ以前には、ただ単に、守り手とか、さらに国家の守り手、その土地の守り手、

国家の自由の厳密な守り手等としか言われなかった「守り手」3)について、 「守り手(-

支配者)の選び出し」の箇所(412B)以降になると、守り手が何を守るのかについ

て実に様々な表現が見出されることになる。 「国家の最善となることを為さねばなら
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ぬという考え・信念」、 「自分自身」、 「教育と養育」、 「母なる大地」4)、 「国家のひとつ

であること」、 「専業の原則」、 「法」等がこれである。以上のものは殆どが守り手に対

する命令として述べられている事柄であるが、しかしこれらは相互にどのように関係

しているのだろうか。ソクラテス自身が語っているように、これらは決して多くのこ

とではなく、むしろひとつのことである(423D-E)と思われる。それを「自分自

身を守る」ということに代表させたいと思う。というのは、他のものもよくよくみれ

ば、その殆どが実際のところ、再帰性を内に含んでいるからであり、そしてこの再帰

的な語り方こそが重要であると思われるからである。そしてまず守り手が「何を守る

か」という問いが、 「自分自身を守る」というところへ収欽する意味をそのヴァリエー

ションのなかで考えていきたい。

守り手が「自分自身を守る」ものとなるという、この再帰的表現は一体何を意味し

ているのか。その場合、 「自分自身」という再帰代名詞によって指し示されているの

は、当然「守り手」であるから、これは換言すれば「守り手であること」を守るとい

うことである。しかしそれはどういう意味での再帰なのだろうか。それとも全く空虚

な同語反復の言葉にすぎないのだろうか。先ずその再帰性のもつ意味を確認しておく

必要がある。

一体守り手の成立(守り手が存在するということ)を語るには、 「守る」という営

み・仕事に注目しなければならない。 「守る」という営みがあると言えるのは、それ

が<よく・立派に>行われる場合である。しかもその営みが<よく・立派に>行われ

るのは、 「守る」という営みのピュシス(自然本性)に従って行われる場合でなけれ

ばならない。そこでその営みのピュシスを受容している者のみが守り手であると言え

るのである。

ではこのピュシスの受容はどのようにして行われるか。守り手が持つべき自然本性

(即ちそれは、守りの営みが成立するための自然本性)として、 「気概ある」ピュシス

と「知を愛し求める」ピュシスがともに必要であると言われるが、しかしそれら二つ

のものはそのままでは矛盾するものであり、相容れない。この二つのピュシスが矛盾

することは、 「守る」という営みとその遂行者たる守り手が成立しないことを意味す

る。教育はそのためにこそ必要とされる。そのままでは相容れない二つのピュシスを

「エートス(人柄)」という場面で一つのものとして調和させるのが教育であるoそし

て「気概ある」ピュシスと「知を愛し求める」ピュシスとが調和として統一される時、

そこに「守り手である」ことの、そして「守る」という営みの確かにあることが語り

うる。そして「気概ある」ピュシスと「知を愛し求める」ピュシスというふたつの

「守り手」のピュシスは調和され、思慮節制と勇気というアレテ-として成立する時

にのみ、はじめて「守る」という営みは<よく・立派に>果たされ、それが「守り手」
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のどュシスと言える5)0

今述べた点を、さらに「教育と法」の間蓮として見ておきたい。

守り手に与えられるその教育とは、長い年月の下に発見されているムーシケ- (ムー

サの術)とギュムナステイケ- (体育術)である(376E)そしてそれは後に

(411E)、神が人間どもに与えた双頭の術と呼ばれる-が、しかしそれは決してそ

のままに用いられるのではなく、様々な法によって「(守り手であるということが)

完成した暁には、かれらが持たなければならぬと我々が考える、かの思いとは正反対

のものを魂のうちに取り入れる」 (377B)ことのないように、 「立派な(美しい)ち

の」はこれを受け入れ、そうでない、ものは拒否するという或る制約や限定が加えられ

る(377B-C)ものである。したがってこの法とは、従来から用いられてきた教育

を基本として、この教育を正すものであり、そのような教育がまっとうな教育(6pQカ

παIdala, 416B)と呼ばれる6)o

Lかしでは、従来からの教育に、法によって制約を加えることでまっとうな教育と

なるという、その理由は何であろうか。つまり、法の設定(立法)は一体何を根拠と

して行われるのか。それは首うまでもなく、守るという営みが<よく・立派に>果さ

れるように、その営みのピュシスに従って設定されるのでなければならない7)。それ

故、教育に先立って、 「守るという営み」のピュシスとしてともに必要とされる、 「気

概ある」ピュシスと「知を愛し求める」ピュシスという、二つのピュシスが予め選び

出されていなければならなかったのである8)。

さて「気概ある」ピュシスと「知を愛し求める」ピュシスとはそれぞれ、まっとう

に養われ教育され、そして調和される時、 「勇気」と「思慮節制」になると言われる

(410D-411A)が、この時注意しなければならないことがある。それはその双方の

ピュシスは、 「勇気」や「思慮節制」というアレテ-が成立している時にのみ、その

営みのピュシスとしてそこにあると言える、ということである。恐怖とか嘆き、哀し

み、笑いとか、また欲望(飲食のそれ、愛欲、物欲等)、そして倣懐や憎しみや怒り

といった、人びとの諸々の営みを抜き去り難く取り囲み9)、つねに快或いは苦を伴う

もののうちにあって、いわば一階うえの、高階の営みが、アレテ一によって生みださ

れている時、その営みをまさにひとつの営みたらしめているものとして、この双方の

ピュシスは見出されるのである。それは青い換えれば、よきエートス(人柄)として

のアレテ-が実現しているとき、それを実現している人にとってのみ、そのピュシス

(自然本性)はあると言えるということである。

他方、それがまっとうに教育されず、調和しない場合にはその双方のピュシスは、

教育によってアレテ--と形成さるべきものが形成されず、否むしろ、なりそこねた

ものであるというそのことによって、 「なるべきであったもの」に常に関わりつつ、
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しかしひとつの営みのピュシスではないという奇妙な事態となるのである。つまり、

「気概ある」ピュシスが提供する「粗暴」という振舞や性格も、それがまっとうに教

育された場合とそうでない場合とは確実に異なる。

今ここに見てきたような、法によって制約された教育とそれが生み出すアレテ-が、

まずは勇気というアレテ-の定義のうちにはっきり述べられているものなのである。

「諸々の恐るべきものが何であり、またそれがどのようなものであるかについ

て、あらゆる場合を通じて-即ち、苦痛にあっても、快楽にあっても、欲望に

あっても-法により教育を通じて生じてきている(立法者が教育において告げ

ていた)思いの保全である」 (429B-D、 430B)

ではこれまでの考察を纏めて、我々は最初の問いに対してどのような答えをするこ

とができるだろうか。 「自分自身を守る」ということが言える時にのみ、 「守る」とい

う営みはある。そしてとりもなおさず、その自分自身というのは「勇気と思慮節制と

いうアレテ-」の実現において語られるものである。 「守り手」に命じられる「専業

の原則」 (自分自身のことをすること)とは、まずはこの「自分自身」をあらしめるこ

のアレテ-の実現であった。この点は「最も優れた国家」の建設ということにとって

重要な一点であるoというのは、 「守り手」の登場の起因をなした、 「賛由国家」とそ

の国家を現出せしめる欲望としての「ひと」に対既点をなす、一点をまさにこのよう

な「守り手」の成立によって捉えることができるからである10)。それ故に、 「勇気」

と「思慮節制」を生み出す、こうした教育は、かの賛沢に膨れ上がってゆく国家を浄

化する営みである(399E9)と言われたのであり、 「最も優れた国家」は、かの「賛

沢国家」を浄化するというやり方で作られてゆくことになる。

さてこの節の終りにもう一度、教育とそれによって生み出されるアレ≠一、そして

アレテ-の成立が語られうるかぎりで、そこにあるといえるピュシスの関係を、 「守

り手(-支配者)の選び出し」の箇所の直後に物語られる、 「ポイニケ風の物語」の

うちに確認しておきたい。この箇所は国家の三つの種族の構成が、それぞれ金、銀、

鉄・銅の種族として初めて表明されるところであるが、その物語は次のような言葉で

始まる。・

「果して我々がかれらを養い、教育していたそれらのこと、それらすべてをか

れらは夢のように、自ら経験し、また自らをめぐって生じたと思い込んでいたが、

しかしその時、真実にはかれらは大地の下にあり、そのなかでかれら自身も形づ

くられ養われていたのであり、またかれらの武器やその他のしつらえものもまた

そこで作られていたのである。さてかれらが完全に作り上げられると、母なる大

地はかれらを地上へと送り出したのであり、 -」 (414D-E)

ここでまず確認しておきたいのは、教育とピュシスの関係であるo大地、その下が
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教育の場であり、そしてその大地の下で、かれらはそれぞれのピュシスを持つものと

して完全に作り上げられて、 -それ放かれらは、大地から生まれでたもの、大地に

生まれを持つものKrny^Ei冒, 414E6, 415D7)と呼ばれるが-地上たるこの国家に

参入したのである。則ち、かれらは大地という教育の場において、それぞれのピュシ

スを作り上げられたものとしてこの国家に生まれを持ち、参入しているのである。そ

してかれらがこの国家に生まれをもった時、かれらそれぞれのピュシスはまさにそこ

にあるものとして見出されるものなのである。夢と真実の対比はそのことの請いであ

ろう。

しかし物語はなお続く。かれらにはそれぞれのピュシスとして、金、銀、鉄・鋼が

混ぜられたが、神が支配者に第一の、最も重要なこととして告げるのは、 「かれらか

ら生まれ来るもの(子孫)に、その魂にこれらのうちの何が混ぜられているかという

こと以外に、かれらが熱心に見守らなければならないものはない。そのことを除けば、

それ以外の何のよき守り手でもあらぬように」 (cf.415B-C)ということである。

則ちここで述べられているのは、 「専業の原則」つまり「自分自身のことをする」

ということを「守る」ということである。言い換えると、金、銀、鉄・鋼の種族がそ

れぞれ「ひとつの自分自身のことを行う」ことを守るのである。それぞれが「自分自

身のことをする」ようにするのが、よき守り手の営み-自分自身のことをすることな

のである。しかし我々はここでひとつのことに気付く。それは先に「自分自身のこと

をする」とは、アレテ-の確保・獲得であると言った。そのアレテ一によってこそ、

「自分自身のことをなす」という守り手の営みは・、 <よく・立派に>果たされる。だ

がしかし「自分自身のことをする」とは、またそれぞれの種族が「自分自身のことを

する」ようにすることでもある。とするとアレテ-の成立ということのうちには、実

は何らかの意味で「他への関連」が含まれているということになる。他-の関連とい

うのは、簡単に言えば、ここには「自分自身のことをすることが、また同時に全体の

ことをする」ことにもなるということが見られるのである11)そしてそれは「国家の

最善になることをなさねばならぬ」という、あの「守り手(-支配者)の選びだし」

の基準になったものでもあり、しかも「国家の最善となること」とは、則ち「国家の

ひとつである」こと12)だったのである。この「国家」というレヴェルで考えられた

「守り手が自分自身のことをすることは、また同時に全体のことをすることでもある」

ということは何を意味し、さらに守り手のアレテ-と重ね合わされる仕方で語られる、

人のアレテ-の成立にとって一体何を意味することになるのか。
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2

先の1の検討から、 「自分自身を守る」ということのなかには、実は「自分自身の

ことをすることが、また同時に全体のことをすることにもなる」ということが含まれ

ているということに気付いた。さらにこの点について検討する必要がある。

「ビュシスに従って建てられた国家」は三つの種族(階層)から構成されていると

言われるが、しかしこれは言うまでもなく、決して単に「三つの種族の寄せ集め」が

国家であるということでもないし、またそれぞれの種族が独立のものとして、国家と

いう一つの器のなかにあって、国家を構成しているということでもないo守り手の種

族は生産者の種族を何らかの仕方で限定し規定するものとして要請されたし、そして

この生産者の種族がまさに「生産者の種族としてある」ためには、守り手による限定、

つまり守り手によるその生産者の種族の国家における身分(国家に生まれでるその仕

方)の確定が必要だったのである。言い換えれば、 「三つの種族から構成される」と

言う時に、まさにその構成のされ方(あり方)が問題なのである。したがって、先の

守り手の教育もまた、単に守り手のためにのみあるのではなく、何らかの仕方で生産

者の種族を規定するものとしてあったということになるであろう。それは先に、 「勇

気」と「思慮節制」を生み出す、こうした教育は、かの賛沢に膨れ上がってゆく国家

を浄化する営みであったといわれることの意味を見定めることでもある。

さらにもし「支配者」という種族が登場する場合には、それは守り手-補助者を何

らかの仕方で規定するものとあると考えなければならないだろう。つまりここで、

「国家がひとつでなければならぬ」ということで求められているのは、三つの種族が

あり、それがそれぞれのピュシスに基づいて三つのものでありながら、かつ「ひとつ

である」ということが言えなければならない、という羊とである。或いは三つのもの

を確定するという仕方で(確定するというまさにそのことによって)、国家が「ひと

つとしてある」ということが言えなければならない。もし「ひとつである」というこ

とが言えなければ、それは三つとしてあるのではなく、全く雑然とした雑多なもので

あり、ひとつの国家ではなくなるのである。三つの種族の混乱として語られるものが

それである。則ち、三つの種族の混乱とは、それぞれの営みがそれぞれのピュシス

(自然本性)に従ったものでなくなる場合-例えば、ものを生産しそれを蓄積して

ゆくことが「守る」という営みであると思い込まれ、取り違えられるような場合-

なのである13)そしてむろん、それぞれの営みがひとつの営みとして成立しないかぎ

り、国家のアレテ-は失われるであろう。しかし今は未だ、三つの種族について語る

ことは、いささか性急すぎる。少なくともここで明らかにしなければならないことは、

守り手は生産者を規定し、その限りでこの二つのものから成る国家はひとつのものと
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してある、ということであろう。

そのことは、 「勇気」と「思慮節制」という人のアレテ-の成立にとって何を意味

するかが明らかにされねばならないのであるが、その間題を考えるために、我々は次

に「思慮節制」の開溝を取り出して検討してみよう。第4巻の「思慮節制」の定義は

ほほ次の二つのものに蝕めることができるように思われる(430C-432B),

(A) :単純で適正な欲望が諸々のつまらぬ欲望にうち克っている(勝っている)0

(B) :支配者と被支配者のうちにどちらが支配すべきかについて同じ考えがある。

さらに第3巻の教育の箇所に、我々はこの「思慮節制」についての言及(389B

sqq.)を見出すことができるから、これを併置してみる。

(b) :支配者に聴き従う。

(a)自分自身は飲食や愛欲の快楽の支配者である。

まず問題にしなければならないのは、 4巻の「思慮節制」の定義であるが、この

(A) 「欲望を支配すること」と(ち) 「支配関係についての合意」との関係はどのよう

に理解すべきものなのであろうか。通常は(ち)の方がこの箇所の「思慮節制」の定

義の主要なものと見倣されている14)確かにこの「思慮節制」の探究の最初のところ

で、 「思慮節制」は唱和や調和に似たものであり、 「秩序」であると言われおり、この

(B)がまさにそれに当たると考えられるから、これがこの定義の主要な部分である

と考えてよいかも知れない。しかしそう考えるにしても、この(B) 「支配者と被支

配者の支配に関する唱和や合意」は一体何を意味しているのか、否そういうよりはむ

しろ、ソクラテスは何に基づいて、それを「思慮節制」の定義として主張しえたのか、

さらにそれが(A)の「諸々の欲望にうち克つこと」とどのように関わっているのか

という間蓮は残る。

これを3巻の教育の場面における「思慮節制」の二つの側面に目を向けることによっ

て考えてみたい15)この3巻での「思慮節制」の規定は、実は守り手が「真実」を大

切にしなければならず、そのためには「思慮節制」というアレテ-を必要とするとい

う仕方で登場したものであった。医者と患者、船長と船乗りの関係の場合と同様に、

もし国家の支配者に対して偽りを語る者があれば、 「偽りを語る」という、まさにそ

のことが国家を転覆させるものと見倣されなければならない。そのように「偽りを語

る」ことなく、 「真実を大切にする」ために「思慮節制」は先ず必要とされたのであ

る。支配者に「真実を語る」こと、そのことによって「支配者に聴き従う」ことは果

される。

しかしでは、その「真実を語る」ことはどのようにして可能になるか。それは(a)

の「自分自身は飲食や愛欲の快楽の支配者である」16)ということによってである。何

故なら簡単に育って、欲望そして快楽は何にもまして「真実」を覆いかくすもの17)だ
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からであり、そうした欲望や快楽の支配者であることが「真実を大切にする」ことな

のだから。とすれば、 (b)の「支配者への聴従」が成立しうるためには、 (a)の

「もろもろの欲望を支配する」ということがなければならず、 (b)が成立するには、

既にそこに(a)を前提しておかなければならないということになる。

今3巻で確認された点を、 4巻の定義の場合に重ね合わせてみよう。 3巻での理解

の線上に従うならば、 (A)-(a)の「諸々の欲望の支配」が「思慮節制」としては

実質的なものであり、それが成立していることによって(B)-(b)の「支配一被支

配関係の合意」があるということになる。したがって、 (B)-(b)という仕方で

「思慮節制」の成立を語りうるには、そのうちに(A)-(a)を含んでいなければな

らないということになる。しかしそれは4巻の定義の場合においては、一体何を意味

することになるのか。

(A)の「単純で適正な欲望が諸々のつまらぬ欲望にうち克っている」というのは、

3巻のコンテキストの下で理解すれば、 (b)の「支配者に聴き従う」ことを可能に

しているものである。したがって、 4巻のコンテキストの下では、この(A)は(B)

のうちに見出されなければならない、支配される者が「支配されるべきであるという

考え」を持っているということを意味する。つまりこの(B)で言えなければならな

いのは、支配されるものが、如何にして「支配されるべきである」という考えを持つ

かということなのであるから。

以上のことは、国家の三つの種族の関係として見るならば、 (A)-(a)の関係は、

「守り手(補助着)一生産者(蓄財の種族)」の関係であり、 (B)-(b)の関係は、

「支配者一被支配者(守り手と生産者)」の関係であるということになるであろう18)

つまり、 (B)-(b)の「支配者一被支配者」の関係は、その(B)のうちの被支配

者が(A)に見られるような、 「守り手-補助着-生牽者-蓄財の種族」の関係をそ

のうちに含む仕方で成立しているとみなされるのであるい

やや冗長になるが、次のことを確認しておかねばならない蝣Bの「支配者と被

支配者の支配に関する唱和や合意」は、 (A)の「欲望の支配」に支えられており、

(A)が成立するかぎりで語りうるものである。他方、しかし(A)は、それが国家

の守り手の営みのアレテ-として捉えられるかぎり、 3巻の場合にも見られたように、

何らかの仕方で(B)のうちの「支配者の存在」を前提にしなければならなかったと

いうことである。つ.まり(A)も、 (B)なくしては、ほんとうの意味で完結したも

のにはならないのである。このことは「思慮節制」というアレテ-が、 「守る」とい

う営みの成立(これによって(A)が語りうる)だけでは充分に捉えられない側面を

持っていることを意味していると思われる。いわば、 「思慮節制」の把趣には「守る」

という営みだけではそこをはみだすものがあるということである。今述べたように、
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それは3巻においても既に支配者が、いわば先取りされる仕方で設定されねばならな

かったということと同様のことである。このことの持つ問題は、改めて次節で取り上

げることにする。

以上の「思慮節制」についての議論は、やや形式的すぎたかも知れない。我々が確

かめなければならなかったのは、守り手について「自分自身のことをすることが、ま

た同時に全体のことをすることともなる」ということ、そしてまた守り手の「自分自

身のことをする」という営みが同時に「国家のひとつである」ことを保証するものと

もなるということであった。このことについては、上の「思慮節制」の検討から何が

いえるであろうか。少なくとも「守る」という営みに関しては、 (A)-(a)という

「欲望や快楽にうち克つこと」というのがその営みのアレテ-であると言えるであろ

う。

そこで我々はそもそも、守り手が登場した、その当初に戻ってみて、国家の限界を

持たず、無際限に膨れ上がっていくかの「賛沢国家」というものにとって、このよう

な「守る」という営みの成立が何であるのかを考えてみよう19)

欲望しかない「賛沢国家」は、無際限な財貨の獲得を主張する。欲望が「必要であ

る」と言えば、その一切のもの(つまり、欲望が「欲しい」というもの)が、そして

それをしつらえる諸々の人びとがこの「賛沢国家」 -入ってくる。しかし守り手はそ

こにひとつの限界(境界)を設定することができる。 「守る」という営みを成立させ、

維持させるものを「必要なもの」としてそれを残し、それ以外のものを一切「不必要

なもの」として、国家から排除することができる。則ちその限界(境界)は「守る」

という営みのピュシスに従って定められ、この営みを<よく・立派に>成し遂げさせ

る、その営みのアレテ一によって遂行されるのである。まさにこの一点において、国

家はその限界を得ることができ、ひとつのものであることが可能となるのである。

このことは、いわゆる生産者-蓄財の種族に国家の中における或る身分(その生ま

れ)を指定することを意味する。この「指定する」ということがなければ、そのよう

な営みが国家のなかにおいてどのような営みであるかは分からなくなるのである。確

かにひとつひとつの営み(家作りや食糧作り等)については、それがそれぞれのピュ

シスに基づいている限り、如何なる営みであるかは言える。しかし「家を建て、食糧

を作り-女性を装飾品で飾りたて、詩を作り、ドラマを上演し-」ということが国家

にとって何であるのか、そして我々にとって何であるのかは、個々の生産者が決めう

ることではないのである。

「我々にとって」と育った。国家の建設は最初、 「我々の生きてあるための必要」

から出発した。 「我々の生きてあるための」とは、即ち、我々の「生きてあることに

とって」という意味である。このような仕方で限定される時、その必要の「何である



las 吉田雅章

か」は直ちに明らかであろう。しかし「賓沢国家」というのはまさに、この限定を外

すということであった。 「生きてあることにとって」という限定を外して、端的に

「我々にとって」の必要という時、その「必要」が明らかになるためには、まず我々

自身が「何であるか」が何らかの仕方で捉えられねばならない。その我々自身の「何

であるか」が規定されない時、その「必要」は「～が欲しい」という欲望という仕方

でしかあり得ないのである。この我々自身の「何であるか」の把握が、差し当り、勇

気と思慮節制という「守り手」のアレテ-の成立として語られたことなのである。

「国家がひとつである」ということは、則ち国家のアレテ- (徳)があるというこ

と、国家がアレテ-を有しているということである。そしてとりもなおきず国家の営

みである「守る」ということが成立するということに他ならない。 「自分自身のこと

を為し、自分自身を守る」ということの成立がそのまま、同時に「国家のひとつであ

る」ことを、従ってまた「その国家のある」ということを語らしめているものなので

ある。守り手とは勿論、国家の守り手であった。しかしこの時注意しなければならな

いのは、守り手が成立するという時、同時にそれが国家の守り手として成立するとい

うことであって、国家の成立が「守る」という営みとは別のところで、一旦前提され

た上で、その国家の守り手がいるわけではないのである。

以上によって、 「守り手」の成立から、それを通じて、守り手が「何の」守り手で

あるかが明らかになると旧稀で述べた、そのことの意味は今ここで明らかなものとな

り、さらに「何を」守るのかということから始めたこの途が、 「何を」守るのかの問

いを通じて「守るという営み」をより一層明確にしていく途であったことに気付くで

あろう。

3

しかし我々は三つの種族(支配者、補助者-守り手、生産者)、或いはこれに応じ

る三つの営みについて、やや唆味なままに残してきたことがあるということを認めな

ければならない。それは特に、 「守る」という営み(守り手)と「支配する」という

営み(支配者)の関係をめぐってである。これまでの考察では、 「守る」という営み

を中心にして見てきたのであるが、その論述のうちには、予め「支配者」という言葉

を含まなければならなかった。しかしながらこの「守り手と支配者との混乱」は必ず

しも我々の論述の不明確さにのみ負うものではない。守り手の種族については、テキ

スト上においても、時に応じて支配者と呼ばれ、時に応じてまた補助者とも呼ばれる

のであって、極めて多様な取り扱いがなされているのである。この国家の三つの種族

については、第4巻までに限れば、必ずしも固定的には捉えられないように思われる。
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この考察の出発点とした、守り手とは「自分自身と自らが学んだムーシケ-のよき

守り手」というあの言葉も、実は「誰が支配し、また誰が支配されるべきか」という

支配者の選抜というコンテキストのなかで語られていることなのである。従って、補

助者の種族から区別される、厳密な意味での守り手は、また支配者と呼ばれはするが、

しかしそれは未だこの時点では、言わば「名のみの支配者」であると思われる。そし

て、ここで選抜された支配者が「名のみの支配者」であるのは、少なくとも4巻まで

には、 「支配する」という営みがどのような営みであるかということが、未だ明らか

にされていないからであろう。つまり、既に指摘されているように20)、完成したと言

われるこの「ピュシスに従って建てられた国家」においては、守り手(-支配者)は

未だ立法者ではなく、国家を建設していた対話者が立法者である、ということがその

原因である。

とすれば、今我々に残されていることは、国家における「守る」という営みの位置

とその限界を可能なかぎり明確にしておくことであろう。何故なら、もし「支配する」

ということ、そして「立法する」ということが、国家をひとつのものたらしめる、国

家にとって最終的な営みであるとすれば、それは「守る」という営みでは到底押さえ

きれないものがあり、否むしろ「守る」という営みがそれ自身では完結しておらず、

まさにそれを完結させるものとして「支配する」という営みは登場しなければならな

かったと予想されるからである。

さて、先の「思慮節制」め検討の箇所で述べたように、 「思慮節制」の成立には

「支配者」が何者であるかが明らかにならないままに、何らかの仕方で先取りされ、

既に含まれている必要があった。しかしこれは決して、 「思慮節制」の場合にのみ限

られたことではなく、 「勇気」のアレテ-の場合にも同様の事情がある。つまり「勇

気」のアレテ-の場合にも、先に見たように、保全される「何を恐るべきか」の思い

は、立法者が教育において告げていたものなのである。 「思慮節制」と「勇気」を差

し当り、守り手のアレテ-として認めるにしても、そのアレテ-はまさに守り手のア

レテ-として語りうるには、なお「支配者」や「立法者」を言わば要請するものとし

て、未だ自己完結していないと思われる。そのことの持つ意味は大きいのである。そ

の点を、さらに「正義」の定義が問題とされる箇所において確認しておきたい。

「正義」の定義は、最初から我々の足もとに転がっていた、言葉による国家建設の

原則である専業の原則、つまり「それぞれの自然本性に従って、自分自身のことをす

ること」として見出されることになる。そしてこの「自分自身のことをする」ことと

して語られる「正義」は、当初に述べておいたように、 「思慮節制や勇気等の他のア

レテ一に力を与えて生ぜしめ、生じているかぎりにおいてそれらを保全させるもの」

としての位置を与えられるのである(432B-435D)。
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さてしかし、この「正義」というアレテ-は、言うまでもなく支配者にのみ見出さ

れるものではなかった。支配の種族のうちにあると言われているのは、よき計らい

(86βouλvet)としての「国家の全体のためを配慮する智慧」というアVテ-である

(428A-429A), 「正義」のアレテ-は、国家のうちにある三つのピュシスの種族が

それぞれ「自分自身のことをなす」場合に、つまり、生産や蓄財の種族が(Ⅹ) 「自

分自身のことをなし」、守り手-補助者が(E) 「自分自身のことをなし」、そして支

配者が(◎) 「自分自身のことをなす」というそrゐ時に見出されるものであった。さ

てこのことは一見すると、例えば守り手が勇気のアレテ一によって、 (E)の「自分

自身のことをなし」、支配者が知というアレテ一によって、 (◎)の「自分自身のこと

をなし」というように、それぞれがそれぞれのアレテ一によって「自分自身のことを

なす」場合に、そこに正義というアレテ-が現出することを語るもののようにも見え

る。しかし「正義」には今見たように、むしろそれとは逆に、それらの他のアレテ-

を生ぜしめ、あらしめ、保全するという、他のアレテ-とは異なる、何か特異な位置

が与えられているのである。では、そのことはどのように理解されるべきであろうか。

そもそも生産や蓄財の種族が、 (Ⅹ) 「自分自身のことをなす」ということが可能に

なるのはどのような場合であったかと言えば、それはこれまで見てきたように、守り

手-補助者が(E) 「自分自身のことをなす」ということの成立によって、つまり

「勇気」と「思慮節制」というアレテ-の成立によってであった。ではその(E)の

成立は、 (◎)の「自分自身のことをなす」ことの成立によって、つまり「国家全体

を配慮する智慧」というアレテ-の成立によってであろうか。少なくとも我々は支配

の種族のうちにあると言われる「智慧」が、 「国家全体」の成立を前提にして、その

全体を配慮する智慧であるとすれば、この問いに対しては、否定的な答えをせざるを

えないであろう。何故なら、我々の見てきたところでは、求められねばならないと思

われるのは「国家の成立」、つまり「国家のひとつであること」であるから、智慧の

アレテ-と言われる時、それは国家全体の成立を認容したうえでの、その全体を配慮

する智慧ではなく、むしろ「国家の全体に関わる」知、つまり「国家のひとつである

こと」llの知でなければならないからであるo
ll

むしろ我々がここで確認しなければならないのは次のことであろう。まず第-は、

(Ⅹ)は(E)によって可能となり、(E)は(◎)によって可能になるとすれば、

「勇気」と「思慮節制」というアレテ-を可能ならしめていると言われる「正義」と

いうアレテ-は、 (◎)の「自分自身のことをなす」ことの成立に求められなければ

ならないと思われる。というのは、 (◎)の「自分自身のことをなす」ことが全き仕

方で成立する時、 (◎)は(E)の成立を可能ならしめ、 (E)は(Ⅹ)の成立を可能

ならしめるものである以上は、 「正義」は(Ⅹ)、 (E)、 (◎)それぞれの「自分自身
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のことをなす」ことを貫くものとしてあることになり、まさに「国家をひとつのもの」

たらしめる原理として承認されることになるであろう。国家のうちにある三つのピュ

シスの種族が、それぞれ「自分自身のことをする」時、その国家は正しい国家である

と言われる場合、それぞれが「自分自身のことをなす」ことを可能にしているのは、

最終的には(◎)なのであり、そのような仕方での「正義」の成立はまさに(◎)の

「自分自身のことをなす」ことの成立の正否に懸かっているのである。

では次に、 「国家のひとつであること」がこの(◎)に懸かっているとして、この

(◎)の「自分自身のことをなす」ことを可能にするものは一体何であろうか。しか

し我々は、最早それをこの(◎)以外に期待することは出来ず、それはこの(◎)の

「自分自身のことをなすこと」それ自身のうちに求められなければならないだろう。

だが、冒頭に述べた如く、正義は或る意味では国家建設の原理である「ひとりひと

りが自分自身のことをする」ことであるといわれる。 「自然本性に従って、それぞれ

が自分自身のことをする」とき、先に見たように、国家は一つのものとなり、そこに

正義が実現すると言われる。しかし(イ)国家建設の原理に基づいて「自然本性に従っ

て、先の(Ⅹ)、 (E)、 (◎)のそれぞれが自分自身のことをなす」と(ロ)そのよう

に規定する国家建設の原理との関係は何であるのか。この二つは別のものであり、そ

の限り区別されねばならない。即ち、 「自然本性に従って、自分自身のことをなす」

ように命じることとその命に従って、 「それぞれが自分自身のことをなす」こととは

異なる。そして、まさにそれぞれに対して「自然本性に従って、自分自身のことをな

す」ようにと定立し立法する(ロ)ことにより、この原理に従って「それぞれが自分

自身のことをなす」ように教育を通じて国家を建設してきたのである。してみれば、

正義はこの国家建設の原理の定立そのものの方向に求めねばならないであろう。その

原理そのものの定立が、 「勇気」と「思慮節制」というアレテ-を生み出したのであ

る。しかも、この原理そのものの定立は、 (◎)の支配者に課せられた事柄であり、

(◎)の「自分自身のことをする」ことの内実は、他でもなくこの原理それ自身の定

立である。つまり支配者が「自分自身のことをする」ということそれ自身が自己完結

するような、そういう場に求められなければならない。

そしてそのような自己完結の可能性という問題こそがまさに、 「最も優れた国家」

の建設という仕方でのアレテ-の探究に対して、襲いかかる三つの大波の内の最大の

波として、この「言葉によって建設されてきた、ピュシスに従った国家」の実現可能

性を問う問題によって、展開されなければならなかった問題なのだと考えられる。即

ち、 「最も優れた国家」の実現可能性の問題とは、しばしば誤解されるように言葉で

措かれた「よき国家」が、現実の世界に建設可能かという問題では決してなく、言葉

によって建設されてきたこの国家が、一体何処で自己完結するのか、という問題であ
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る。そのことは言い換えれば、これまで国家というレヴェルで見てきた、人の勇気と

思慮節制というアレテ-が、それがあるというだけでは不十分であること、否むしろ、

それがあることの根拠、或いはそうしたアレテ-の成立を可能ならしめているものへ

の問いが、さらに問われなければならないことを示している。

無論、この実現可能性の問いを検討することは、既に現在の我々の射程範囲を超え

ている。我々が確かめなければならなかったのは、 「勇気」と「思慮節制」という守

り手のアレテ-が支配者(立法者)を、言わば要請する仕方でしか成立しないことの

意味であった。我々はそれを今はっきり見て取ることが出来よう。則ち、 「勇気」も

「思慮節制」も実は「正義」というアレテ一によって始めて、成立可能なものとなる

のであり、その「正義」のアレテ-の成立は支配者の「支配する」という営みの成立

に懸かっているが故に、 「勇気」も「思慮節制」も、さらにそれらのアレテ-がその

営みのアレテ-である「守る」という営みも、自己自身では完結せず、 「支配者」そ

して「支配する」という営みを要請するのである。
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